
 

 

 

 
 

◇目的 

江戸川区内の介護・障害福祉サービス事業所で働く方に対し、奨励金を支給することで、（１）介護・福祉人材

確保（２）勤務意欲の向上による定着（３）サービスの質の向上につなげることを目的としています。 

◇対象者 

以下の要件のうち①若しくは②に該当し、③、④を満たす方が対象です。 

 

 

 

 

 

 

（※１）介護事業所とは次のいずれかの事業を行う施設又は事業所をいう。 

ア 介護保険法（平成９年法律第 123 号。以下「法」という。）第８条に規定する事業（同条第４項から第６項まで、第 12項、第 13 項及び

第 24 項に規定する事業を除く。） 

イ 法第８条の２に規定する事業（同条第３項から第５項まで、第 10項第 11 項及び第 16 項に規定する事業を除く。） 

ウ 老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 20条の４、第 20 条の６及び第 29 条に規定する事業所 

（※２）障害福祉サービス事業所とは、民間事業者が設置する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５条に規定する事

業（同条第１８項から第２８項までに規定する事業を除く。）を行う施設又は事業所。 

（※３）同一法人内における対象事業所間の異動については、勤続年数を合算することができる。 

◇交付金額 

10 万円 

◇申請期間 

令和 2年 9月 1日(火)～令和 2年 9月 30日(水) 消印有効 

◇申請・提出方法 

申請は個人単位となりますが、事業所単位で一括して提出してください。 

◇提出書類 

・江戸川区介護・福祉人材緊急確保・定着奨励金交付申請書（第１号様式） 

・就労証明書（第２号様式） 

・雇用契約書の写し 

問い合わせ・提出先 

〒１３２－８５０１ 江戸川区中央１－４－１ 

受付時間 午前８時３０分から午後５時まで（土日・祝日を除く） 

《介護事業所に関すること》 

江戸川区福祉部介護保険課事業者調整係 

（江戸川区役所２階２番） 

電   話 ０３－５６６２－００３２ 

《障害福祉サービス事業所に関すること》 

江戸川区福祉部障害者福祉課事業者調整係 

（江戸川区役所２階１番） 

電   話 ０３－５６６２－０７１２ 

 

① 区内介護事業所（※１）で就労する常勤の訪問介護員及び介護職員 

② 区内障害福祉サービス事業所（※２）で就労する常勤の福祉職員 

③ 令和２年４月１日において、同一事業所（※３）における勤務年数が継続して３年以上４年未満の者であ

り、支給決定の通知を行った時点においても勤務を継続している者 

④ 過去に、この事業による支給を受けていない者 

 


